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すこやか笑顔と健康を守る 

         
  

国
保
を
支
え
る
国
保
料 

国
保
料
は
、
国
保
財
政
に
お
け
る
収
入
の
約

４
分
の
１
を
占
め
る
重
要
な
財
源
で
す
。 

国
保
財
政
は
、
加
入
者
の
高
齢
化
や
医
療
の

高
度
化
に
よ
る
支
出
の
増
加
と
、
被
保
険
者
数

の
減
少
等
に
よ
る
国
保
料
の
減
少
等
、
不
安
定

な
要
素
を
抱
え
て
い
ま
す
。 

 

   

    
 

 
 
 

   
 

 
 

 

多
く
の
方
に
納
期
限
内
に
納
付
し
て
い
た
だ
い
て

お
り
、
こ
れ
に
よ
り
現
在
の
国
保
料
で
運
営
す
る
こ
と

が
で
き
て
い
ま
す
が
、
一
方
で
様
々
な
事
情
か
ら
滞
納

と
な
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
納
付
相
談
等
を

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

 

滞
納
額
が
増
加
す
る
と
、
国
保
事
業
に
支
障
を
き
た

す
こ
と
と
な
り
、
ひ
い
て
は
国
保
料
率
等
の
引
き
上
げ

に
つ
な
が
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。ま
た
、き
ち
ん
と

納
付
し
て
い
る
方
と
の
負
担
の
公
平
性
を
崩
す
こ
と
に

も
な
る
た
め
、
差
押
え
等
の
滞
納
処
分
を
行
っ
て
い
ま

す
。 

徴
収
の
状
況 

 
令
和
元
年
度
の
国
保
料
の
徴
収
率
は
78
・

25
％
で
、
前
年
と
比
べ
２
・
77
ポ
イ
ン
ト
向

上
し
ま
し
た
。 

 

 

こ
れ
に
よ
り
、
令
和
元
年
度
末
の
滞
納
繰
越

額
は
約
８
億
８
千
万
円
と
な
り
、
前
年
度
に
比

べ
約
２
億
４
千
万
円
減
少
し
ま
し
た
。 

 

国
保
財
政
は
徐
々
に
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
り
、

こ
れ
が
令
和
２
年
度
の
保
険
料
引
き
下
げ
に
つ

な
が
り
ま
し
た
。
今
後
も
引
き
続
き
、
納
期
内

納
付
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

 

短
期
被
保
険
者
証
・
資
格
証
明
書

の
交
付 

 

市
で
は
、
国
保
料
に
未
納
が
あ
る
方
に
対

し
て
、
有
効
期
間
の
短
い
短
期
被
保
険
者
証

や
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
交
付
し
て
お
り

ま
す
。 

※
資
格
証
明
書
は
被
保
険
者
証
と
異
な
り
、

医
療
機
関
で
受
診
し
た
際
に
い
っ
た
ん
医
療

費
の
全
額
（
10
割
）
を
自
己
負
担
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

公
正
・
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め

の
措
置 

国
保
料
を
納
期
限
内
に
納
付
い
た
だ
け
ず
、

さ
ら
に
督
促
状
を
送
付
し
て
も
納
付
い
た
だ
け

な
い
方
に
対
し
、
勤
務
先
や
金
融
機
関
等
へ
財

産
調
査
を
行
い
、
給
与
・
預
貯
金
・
生
命
保
険

等
の
債
権
の
差
押
え
を
執
行
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
差
押
物
件
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

を
利
用
し
て
売
却
し
、
滞
納
と
な
っ
て
い
る
国

保
料
に
充
当
し
て
い
ま
す
。 

 国
保
事
業
の
安
定
化
の
た
め
に 

国
保
財
政
は
医
療
費
の
増
加
や
被
保
険
者

数
の
減
少
等
に
よ
り
、
収
支
バ

ラ
ン
ス
の
不
安
定
な
事
業
運
営

を
続
け
て
い
ま
す
。
国
保
事
業

の
安
定
の
た
め
に
、
一
人
一
人

が
で
き
る
医
療
費
の
節
約
や
国

保
料
の
納
期
内
納
付
へ
の
ご
協

力
を
重
ね
て
お
願
い
し
ま
す
。 

 

 

  

国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
全
員
が
所
得
等
の
負
担
能
力
に
応
じ
て
国
民
健
康

保
険
料
（
税
含
む
、
以
下
「
国
保
料
」
と
い
う
。
）
を
負
担
す
る
こ
と
で
、
誰
も

が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。
国
保
料
は
皆
さ
ん
の
医

療
費
を
賄
う
た
め
の
貴
重
な
財
源
で
す
。 

こ
の
た
め
、
市
で
は
様
々
な
徴
収
対
策
を
実
施
し
、
徴
収
率
の
向
上
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。  

 

◆国保料の累積滞納額と徴収率の推移 

（百万円） （％） 
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【
要
件
】
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方 

①
申
請
日
に
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

お
り
、
請
求
時
に
継
続
し
て
被
保
険
者
で

あ
る
方 

②
年
度
当
初
に
18
歳
以
上
の
方 

③
国
民
健
康
保
険
料
（
税
）
に
未
納
が
な

い
世
帯
に
属
す
る
方 

④
検
査
結
果
数
値
を
特
定
健
康
診
査
等
に

利
用
す
る
こ
と
に
同
意
で
き
る
方 

【
申
請
方
法
】
受
検
前
に
、
人
間
ド
ッ
ク
費

用
の
お
お
よ
そ
の
金
額
及
び
受
検
医
療
機

関
名
、
受
検
日
が
分
か
る
よ
う
に
し
て
、

印
鑑
と
国
民
健
康
保
険
証
を
持
参
し
国
保

年
金
課
又
は
支
所
・
出
張
所
に
て
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。 

【
支
給
方
法
】
検
査
費
用
を
全
額
負
担
し
て

い
た
だ
き
、
申
請
の
際
に
案
内
を
す
る
必

要
書
類
を
提
出
後
、
助
成
額
を
振
込
し
ま

す
。 

※
一
部
医
療
機
関
で
は
、
健
診
時
の
支
払

い
の
際
に
助
成
額
を
差
引
い
た
金
額
の
支

払
が
可
能
で
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。 

 

  

   

      

市
で
は
、
は
り
・
き
ゅ
う
・
あ
ん
摩
等

施
設
利
用
券
を
配
布
し
て
い
ま
す
。 

【
要
件
】
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方 

①
野
田
市
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
45
歳
以
上
の
方 

②
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け

て
い
な
い
方 

【
助
成
額
】
１
回
千
円
（
ひ
と
月
当
た
り

助
成
券
２
枚
を
交
付
） 

【
対
象
施
術
所
】
野
田
市
が
指
定
す
る
市

内
及
び
市
外
の
施
術
所 

【
申
請
方
法
】
施
術
を
受
け
る
前
に
保
険

証
を
持
参
し
て
、
国
保
年
金
課
、
関
宿
支

所
、
各
出
張
所
に
て
申
請
を
し
、
助
成
券

を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 

※
こ
の
利
用
券
は
、
保
険
適
用
外
の
は

り
・
き
ゅ
う
・
あ
ん
摩
等
に
利
用
で
き
る

も
の
で
、
保
険
適
用
の
施
術
や
保
険
併
用

の
施
術
に
は
使
え
ま
せ
ん
。
利
用
で
き
な

い
施
術
に
利
用
し
て
、
助
成
金
の
返
還
を

依
頼
し
て
い
る
案
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、

利
用
者
の
皆
さ
ま
も
、
ご
注
意
願
い
ま

す
。 

 

  

医
療
費
通
知
の
活
用
を
!! 

 

医
療
費
通
知
は
、年
に
４
回
送
付
し
て

い
ま
す
。 

１
回
目
は
８
月
に
、令
和
２
年
１
月
か

ら
５
月
の
診
療
分
の
通
知
を
送
付
し
ま

し
た
。
今
後
、
６
月
か
ら
10
月
分
を
令
和

３
年
１
月
頃
、
11
月
分
を
令
和
３
年
２

月
頃
、
12
月
分
を
令
和
３
年
３
月
頃
に

送
付
す
る
予
定
で
す
。 

医
療
費
通
知
は
、確
定
申
告
に
使
用
で

き
ま
す
が
、医
療
費
通
知
が
な
い
分
に
つ

い
て
は
、領
収
書
に
基
づ
い
て
作
成
し
た

明
細
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、皆
さ
ま
が
ど
こ
の
医
療
機
関
に

受
診
し
た
か
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、受
診
し
て
い
な
い
医
療
機
関

名
の
記
載
が
あ
り
ま
し
た
ら
、国
保
年
金

課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

   

収
入
が
無
い
方
や
少
な
い
方
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所
得
の
申
告
を 

  

世
帯
の
所
得
状
況
に
よ
っ
て
は
、
国

保
料
の
軽
減
が
適
用
に
な
る
場
合
や
、

医
療
費
の
月
額
の
上
限
額
（
高
額
療
養

費
自
己
負
担
限
度
額
）
が
下
が
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
国
保
加
入
者
で
収
入
の

無
い
方
や
少
な
い
方
、
又
は
確
定
申
告

や
年
末
調
整
で
扶
養
と
な
っ
て
い
る
方

も
必
ず
所
得
の
申
告
を
す
る
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の 

 
 

健
康
保
険
証
利
用
が
始
ま
り
ま
す 

  

令
和
３
年
３
月
よ
り
医
療
機
関
・
薬

局
な
ど
で
順
次
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

が
健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。 

 

こ
れ
に
よ
り
医
療
機
関
や
薬
局
で
の

受
付
が
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
ほ
か
、
将
来

的
に
限
度
額
適
用
認
定
証
が
な
く
て
も

限
度
額
以
上
の
一
時
的
な
支
払
い
が
不

要
に
な
っ
た
り
、
自
分
の
特
定
健
診
情

報
や
薬
剤
情
報
を
確
認
で
き
る
よ
う
に

な
る
予
定
で
す
。 

 

健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
す
る
た
め

に
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
（
※
）
か
ら

利
用
の
申
込
み
が
必
要
で
す
。 

※
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル 

 

子
育
て
や
介
護
を
は

じ
め
と
す
る
行
政
手
続

の
検
索
や
オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
が
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

で
で
き
た
り
、
行
政
か
ら
の
お
知
ら
せ

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
自
分
専
用

の
サ
イ
ト
で
す
。 

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
】 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル 

 
 

 

☎
０
１
２
０
‐
９
５
‐
０
１
７
８ 

受
付
時
間
（
年
末
年
始
を
除
く
） 

 
 
 
 

平
日 

９
時
30
分
～
20
時 

 
 
 

土
日
祝 

９
時
30
分
～
17
時
30
分 

人
間
ド
ッ
ク
検
査
費
用
の 

 
２
分
の
１
を
助
成
中
で
す 

 
 
 

（
上
限
２
万
５
千
円
） 

は
り
・
き
ゅ
う
・
あ
ん
摩
等 

 
 
 
 

 
 

施
設
利
用
助
成
に
つ
い
て 
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国
保
料
の 

 
 

社
会
保
険
料
控
除 

国
保
料
は
、
確
定
申
告
時
の
社
会
保
険

料
控
除
と
し
て
、
前
年
の
１
月
１
日
か
ら

12
月
31
日
ま
で
に
納
付
し
た
額
を
、
所

得
金
額
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。 な

お
、
申
告
書
に
は
領
収
証
書
等
の
証

明
書
類
を
添
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。 

 

 

「
納
付
済
額
の
お
知
ら
せ
」
を 

 
 

ご
利
用
く
だ
さ
い 

 

市
で
は
、
納
付
済
額
の
確
認
が
容
易
に

で
き
る
よ
う
、
国
民
健
康
保
険
料
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
の

「
納
付
済
額
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し
て

い
ま
す
。 

送
付
の
対
象
者
は
、
口
座
振
替
や
金
融

機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
で
納

付
い
た
だ
い
た
普
通
徴
収
の
方
（
普
通
徴

収
と
年
金
天
引
き
に
よ
る
特
別
徴
収
の

両
方
で
納
付
し
た
方
を
含
む
）
で
、
１
月

下
旬
に
発
送
す
る
予
定
で
す
。 

特
別
徴
収(

年
金
天
引
き)

の
み
の
方

は
、
年
金
支
払
者
か
ら
交
付
さ
れ
る
「
公 

    

 的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
で
納
付
済
額

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

      

◆
控
除
を
受
け
ら
れ
る
方 

国
保
料
を
納
付
さ
れ
た
方
は
控
除
を

受
け
ら
れ
ま
す
が
、
次
の
と
お
り
納
付
方

法
に
よ
り
控
除
を
受
け
ら
れ
る
対
象
者
が

異
な
り
ま
す
。 

 〇
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の
場
合 

 

国
保
料
が
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
年

金
を
受
給
し
て
い
る
世
帯
主 

 

〇
普
通
徴
収
（
納
付
書
又
は
口
座
振
替
で

納
付
）
の
場
合 

実
際
に
国
保
料
を
負
担
し
た
方 

  

   

国
保
料
第
８
期
の 

 
 

納
期
限
は
２
月
１
日
で
す  

～ 

お
忘
れ
に
な
っ
て
い
る 

 
 
 

未
納
分
は
あ
り
ま
せ
ん
か 

～ 

 

国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
が
所
得

等
の
負
担
能
力
に
応
じ
て
国
保
料
を
負

担
す
る
こ
と
で
、
誰
も
が
安
心
し
て
医

療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で

す
。
国
保
料
は
皆
さ
ん
の
医
療
費
を
賄

う
貴
重
な
財
源
と
な
り
ま
す
の
で
、
必

ず
納
期
限
内
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

今
年
度
の
納
期
は
、
第
８
期
が
２
月

１
日
、
第
９
期
が
３
月
１
日
、
第
10
期

が
３
月
31
日
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
期
別

分
も
納
め
忘
れ
が
な
い
か
、
確
認
し
ま

し
ょ
う
。 

 

国
保
料
の
納
付
は 

 

便
利
な
口
座
振
替
で
!!  

  

口
座
振
替
（
自
動
振
込
）
は
、
金
融

機
関
な
ど
に
行
く
手
間
が
省
け
、
納
め

忘
れ
の
心
配
が
な
く
便
利
で
す
。 

 

市
内
金
融
機
関
や
市
役
所
国
保
年
金

課
又
は
収
税
課
窓
口
に
あ
る
「
野
田
市 

市
税
等
口
座
振
替
依
頼
書
」
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。 

【
申
込
み
の
際
の
注
意
事
項
】 

・
納
付
義
務
者
で
あ
る
世
帯
主
の
印
、
振

替
口
座
の
預
貯
金
通
帳
と
届
出
印
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
口
座
振
替
は
、
廃
止
の
届
出
を
し
な
い

限
り
次
年
度
以
降
も
継
続
さ
れ
ま
す
。 

※
10
月
よ
り
、
「
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替

受
付
サ
ー
ビ
ス
」
を
開
始
し
ま
し
た
。 

 

詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。 

【
HP
検
索
】 

１
０
２
７
６
６
３ 

 

全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
等
で
も 

 
 

 

国
保
料
を
納
付
で
き
ま
す 

  

納
付
書
が
１
枚
ず
つ
分
か
れ
て
い
ま
す

の
で
、
納
付
の
際
は
、
納
期
限
や
金
額
、
期

別
を
よ
く
確
認
の
う
え
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。
た
だ
し
、
納
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
は
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
、
郵
便
局
、
L

I

N

E 

P

a

y

（
請
求
書
支
払
い
）
等
で
は
納
付
で
き
ま

せ
ん
。 

 

な
お
、
領
収
証
書
は
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。 

未
納
と
な
っ
て
い
る
国
保
料
の 

納
付
相
談
窓
口
等
の
ご
案
内 

 
特
別
な
事
情
が
あ
り
納
期
ど
お
り
に
納
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
は
、分
割
納

付
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
滞
納
の
ま
ま
に
せ

ず
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。 

【
納
付
相
談
等
窓
口
・
日
時
】 

○
開
設
場
所
：
市
役
所
２
階 

収
税
課 

〇
開
設
時
間
：
月
・
水
・
金
曜
日
（
祝
日
除 

 

 

く
）
‥
８
時
30
分
～
17
時
15
分 

 

火
・
木
曜
日
（
祝
日
除
く
）
‥
８
時
30
分 

 

 

～
20
時 

 

日
曜
日
（
第
２
・
第
４
日
曜
日
）
‥
８
時
30 

 

 
 

分
～
17
時
15
分 

※
土
曜
日
、年
末
年
始
は
開
設
し
て
い
ま
せ
ん
。 

相談 

「
納
付
済
額
の
お
知
ら
せ
」
を
発
送
し
ま
す 

 
 

 
 

確
定
申
告
時
の
納
付
額
の
確
認
が
容
易
に 



〔4〕 

 

 
Ｑ 

国
保
の
喪
失
の
届
出
が
遅
れ
、
手
元
に

あ
っ
た
国
民
健
康
保
険
証
を
使
っ
て
う
っ

か
り
病
院
に
か
か
っ
た
ら
、
数
か
月
後
、

国
民
健
康
保
険
医
療
費
の
返
還
通
知
書
が

届
き
ま
し
た
。
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。 

Ａ 

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
が

医
療
機
関
等
を
受
診
す
る
際
は
、
保
険
証

を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
窓
口
で
の
負
担

は
３
割
（
70
歳
以
上
74
歳
ま
で
の
方
で

収
入
が
一
定
額
以
下
の
方
は
２
割
）
と
な

り
、
残
り
の
７
割
（
８
割
）
は
、
国
保
か

ら
医
療
費
の
給
付
分
と
し
て
医
療
機
関
等

へ
支
払
わ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
他
の
健

康
保
険
の
資
格
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
国
民
健
康
保
険
証
を
使
用
し
て
診
療

を
受
け
た
場
合
な
ど
は
、
医
療
機
関
等
へ

国
保
が
支
払
っ
た
医
療
費
の
給
付
分
７
割

（
８
割
）
を
国
保
へ
返
還
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 
 

こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
保
険
証
の
提
示
を

防
ぐ
た
め
、
市
外
へ
の
転
出
や
他
の
健
康

保
険
等
に
加
入
さ
れ
た
方
は
、
速
や
か
に

市
役
所
国
保
年
金
課
窓
口
又
は
支
所
・
出

張
所
窓
口
で
国
保
喪
失
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。 

  

     

   

①
～
③
通
常
の
受
診
で
は
こ
こ
ま
で
で

す
。 

④
返
還
金
７
割
（
８
割
）
の
請
求 

 

国
保
脱
退
後
の
受
診
の
た
め
、
国
保

か
ら
世
帯
主
に
医
療
費
の
返
還
請
求
を

し
ま
す
。 

⑤
返
還
金
７
割
（
８
割
）
の
支
払 

 

医
療
費
返
還
請
求
分
を
、
世
帯
主
が

国
保
に
支
払
い
ま
す
。
（
支
払
時
に
渡

さ
れ
る
領
収
書
は
、
図
中
⑦
の
申
請
時

に
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
紛
失
さ
れ
な

い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
） 

⑥
診
療
報
酬
明
細
書
の
写
し 

 

返
還
金
の
支
払
確
認
が
で
き
ま
し
た

ら
、
世
帯
主
宛
に
該
当
分
の
診
療
報
酬

明
細
書
（
レ
セ
プ
ト
）
を
封
印
し
て
送

付
し
ま
す
。 

※
支
払
後
約
２
～
３
週
間
で
届
き
ま

す
。 

⑦
療
養
費
申
請 

 

国
保
に
返
還
し
た
７
割
（
８
割
）
分

を
、
医
療
機
関
を
受
診
し
た
と
き
に
加

入
し
て
い
た
健
康
保
険
に
請
求
し
ま

す
。
そ
の
際
は
、
返
還
金
支
払
時
の
領

収
書
と
国
保
か
ら
送
付
さ
れ
た
診
療
報

酬
明
細
書
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

⑧
療
養
費
支
給 

 

加
入
し
た
健
康
保
険
か
ら
医
療
費
が

支
給
さ
れ
ま
す
。 

  

市
役
所
や
年
金
事
務
所
な
ど
公
的
機
関

の
職
員
を
名
乗
り
、
医
療
費
等
の
還
付
金

手
続
き
の
た
め
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
誘
導
し
て
送

金
さ
せ
る
「
還
付
金
詐
欺
」
が
多
発
し
て

い
ま
す
。 

「
今
日
が
手
続
き
の
期
限
で
す
」
な
ど

と
い
う
言
葉
で
、
あ
わ
て
さ
せ
て
、
考
え

る
時
間
を
与
え
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
は
銀
行
内
で
は
な
く
、

コ
ン
ビ
ニ
な
ど
他
の
施
設
に
設
置
し
て
あ

る
場
所
を
指
定
し
て
き
ま
す
。 

市
役
所
で
は
、
還
付
金
等
の
受
け
取
り

の
た
め
に
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
手
続
き
を
し
て
い

た
だ
く
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。 

医
療
費
の
還
付
は
市
役
所
で
の
本
人
の

申
請
が
必
要
で
あ
り
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
操
作
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
求
め
る
電
話
は
「
詐

欺
」
と
考
え
、
相
手
に
は
せ
ず
、
す
ぐ
に

最
寄
り
の
警
察
署
又
は
電
話
de
詐
欺
相

談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。 還

付
金
詐
欺
と
思
わ
れ
る
電
話
を
受

け
た
と
き
に
は
次
の
こ
と
に
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。 

●
取
引
金
融
機
関
名
や
口
座
番
号
・
暗
証

番
号
な
ど
の
個
人
情
報
を
教
え
な
い
。 

●
相
手
の
名
前
、
所
属
、
電
話
番
号
を
聞
く
。 

●
教
え
ら
れ
た
電
話
番
号
に
電
話
し
な
い
。 

○
野
田
警
察
署
℡
７
１
２
５-

０
１
１
０

○
電
話
de
詐
欺
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル 

 
 
 
 

℡
０
１
２
０-

４
９
４-

５
０
６ 

国
保
ぷ
ち
講
座 

国
保
脱
退
後
の
受
診
に
よ
る 

医
療
費
の
返
還
に
つ
い
て 

？ 

の
巻 

こ
く
ほ
博
士
の 

 

国民健康保険 

⑦療養費申請 

⑧療養費支給 

医
療
費
返
還
の
流
れ 

⑤返還７割（８割） 

④返還請求７割（８割） 

③支払７割（８割） 

②請求７割（８割） 

①受診 

 自己負担３割（２割） 

⑥診療報酬明細書の写し 


